
 

第１回 大和町立小学校適正配置等検討委員会 

 

日時：令和８年２月１９日（木）   

 午前１０時から       

場所：大和町役場３階３０１会議室  

 

〇委嘱状交付 

――――― 次  第 ――――― 

 

１．開 会 

２．挨 拶  大和町長 浅野 俊彦 

大和町教育委員会 教育長 八巻 利栄子 

３．自己紹介 

４．委員長、副委員長の選出 

５．委員長、副委員長 挨拶 

６．諮 問（別添、写し参照） ――――――――――――――――――――― P1 

７．説 明（情報共有） 

 (1)大和町立小学校適正配置等検討委員会の設置の経緯について 

①児童数の推計について ――――――――――――――――――――― P2 

②小学校の施設について ――――――――――――――――――――― P3 

③文部科学省の適正規模・適正配置の考え方について ―――――――― P4～ 

(2)大和町立小学校適正配置等検討委員会設置要綱について ――――――― P12～ 

８．協 議 

 (1)大和町立小学校適正配置等検討委員会スケジュール（案）について ―― P14～ 

９．その他 

 (1)次回の検討委員会について 

開催時期、内容等 

 (2)その他 

 

１０．閉 会 

  



 

和教総第 ５５３ 号 

令和８年２月１９日 

 

 大和町立小学校適正配置等検討委員会委員長 殿 

 

大和町教育委員会     

 教育長 八巻 利栄子   

 

諮 問 書 

 

 大和町立小学校適正配置等検討委員会設置要綱第２条の規定により、下記の事項について、

検討のうえ、答申いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

 １．大和町立小学校の適正規模・適正配置に関する基本的な考え方 

 ２．大和町立小学校の適正規模・適正配置の具体的方策について 

 

 諮問理由 

 本町では、これまで大規模校と小規模校がそれぞれの特色を生かし、多様な学びを展開し

てまいりました。一方、全国的な少子高齢化が進行する中、本町においても少子化傾向が一

層顕著となっております。今後、児童数の減少がさらに進むことにより、学習活動の充実や

人間関係の広がり、さらには学校施設の維持管理を含む学校教育環境全般への影響が懸念さ

れます。 

このような状況においても、将来にわたって子供たちが安全で安心して学べる学校教育環

境を確保するため、常に最善の方策を追求していくことが重要であると考えております。 

つきましては、子供たちの現在及び未来の幸福を何よりの基準として、今後の小学校にお

ける適正規模・適正配置の在り方（小規模校の存続を含む。）の方向性について、教育的観点

から調査・検討のうえ、ご提言を賜りますようお願い申し上げます。 
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学齢簿から抽出（学区ごとの人数）
学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 145 126 115 121 130 107 108 105 101
2 153 123 123 115 121 130 107 108 105
3 123 138 121 123 115 121 130 107 108
4 131 141 133 121 123 115 121 130 107
5 124 135 139 133 121 123 115 121 130
6 111 146 135 139 133 121 123 115 121
計 787 809 766 752 743 717 704 686 672

学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 5 8 8 5 4 5 6 8 2
2 9 13 8 8 5 4 5 6 8
3 7 7 13 8 8 5 4 5 6
4 5 10 7 13 8 8 5 4 5
5 10 6 10 7 13 8 8 5 4
6 5 10 6 10 7 13 8 8 5
計 41 54 52 51 45 43 36 36 30

学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 6 8 8 8 2 9 9 6 6
2 9 1 9 8 8 2 9 9 6
3 5 6 1 9 8 8 2 9 9
4 10 11 6 1 9 8 8 2 9
5 8 6 12 6 1 9 8 8 2
6 7 8 6 12 6 1 9 8 8
計 45 40 42 44 34 37 45 42 40

学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 9 5 2 4 4 4 6 6 10
2 11 7 5 2 4 4 4 6 6
3 9 9 9 5 2 4 4 4 6
4 12 7 10 9 5 2 4 4 4
5 10 10 6 10 9 5 2 4 4
6 16 10 9 6 10 9 5 2 4
計 67 48 41 36 34 28 25 26 34

学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 2 7 4 8 7 7 6 7 5
2 3 6 8 4 8 7 7 6 7
3 8 6 6 8 4 8 7 7 6
4 3 3 6 6 8 4 8 7 7
5 8 3 3 6 6 8 4 8 7
6 8 5 3 3 6 6 8 4 8
計 32 30 30 35 39 40 40 39 40

学年 R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1 130 76 73 71 64 51 57 54 50
2 130 91 76 73 71 64 51 57 54
3 154 110 91 76 73 71 64 51 57
4 135 97 110 91 76 73 71 64 51
5 140 128 98 110 91 76 73 71 64
6 136 126 128 98 110 91 76 73 71
計 825 628 576 519 485 426 392 370 347

R2 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
1,797 1,609 1,507 1,437 1,380 1,291 1,242 1,199 1,163

290人減 344人減

※太枠は令和7年度の複式学級（鶴巣小3・4年、5・6年、落合小5・6年）
※小学校の複式学級の基準は、2つの学年の合計が16人以下。1年生を含む場合は8人以下。
※上記人数には特別支援学級在籍児童も含まれるため、複式学級の人数の単純計算はできない
　 また、複式学級の基準に該当しても、加配教員が配置された場合は、複式学級が解消される場合がある。

 ①児童数の推移について（令和７年５月１日時点）

小学校計

小野小

吉岡小

宮床小

吉田小

鶴巣小

落合小

↑-57人 ↑-89人 ↑-49人 ↑-43人 ↑-36人
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② 小学校施設について 

 町では、令和元年度に「大和町学校施設長寿命化計画」を策定した。この計画により、施設

の老朽化度や概算工事費用を算出している。 

 

解説書に基づく施設評価 

建築基準法第12条に基づく定期点検項目を参照しながら行った目視調査や、学校施設等ヒアリ

ングシートで教職員などから寄せられた施設の不具合情報等を基礎資料として、文部科学省の作

成した「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」の施設評価基準に基づき、学校施設等の目

視調査を実施した。以下に学校施設等の施設状況及び施設評価を整理する。 

表 施設評価一覧表（建築経過年数順） 

学校等施設名 
代 表

建設年

経過 

年数 

改修 

順位 

概算改修費用 

（Ｒ元年度調査） 

【参 考】 

現在の概算工事費

（1.5倍で算出）

宮床小学校 校舎 1971 55 1 約1.4億円 約2.1億円 

落合小学校 校舎 1975 51 2 約0.6億円 約0.9億円 

鶴巣小学校 校舎 1978 48 3 約1.8億円 約2.7億円 

小野小学校 

校舎(1・2) 1991 35 

4 約0.7億円 約1.1億円 

校舎(3・4) 2003 21 

吉田小学校 校舎 1998 28 5 約0.2億円 約0.3億円 

吉岡小学校 校舎 2025 1 6 ― 令和7年3月完成 

 建築から20年を経過した施設は、一般的に中規模改修（計画的保全・予防保全）を実施する。 

 建築から40年を経過した施設は、一般的に大規模改修（長寿命化改修）を実施する。 

 

（参考） 

宮床中学校 

校舎1 1981 41 

― 約0.9億円 約1.4億円 校舎2 1994 32 

校舎3 2002 24 

大和中学校 
校舎1 1992 34 

― 約1.3億円 約2.0億円 
校舎2 2008 18 
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大和町立小学校適正配置等検討委員会設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 大和町立小学校（以下「小学校」という。）の今後の適正規模及び適正配置等

について検討するため大和町立小学校適正配置等検討委員会（以下「検討委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は，大和町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応

じ，次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）小学校の適正配置等計画に関すること。 

（２）前号に掲げるもののほか，小学校の適正配置等について教育委員会が必要と

認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は，委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

（１）学識経験者 

（２）地域関係者 

（３）小学生の保護者で町内に在住する者 

（４）未就学児の保護者で町内に在住する者 

（５）小・中学校関係者 

（６）前各号に掲げるもののほか，教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から２年とし再任を妨げない。ただし，補欠委員の

任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 委員に欠員が生じたときは，必要に応じ委員を補充することができるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選により定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，検討委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集し，委員長がそ

の議長となる。ただし，委員の委嘱又は任命後最初の会議は，教育委員会が招集す

る。 

２ 会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

４ 検討委員会は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，

意見を聴くことができる。 

５ 会議は，公開するものとする。ただし，会議を公開することにより，当該会議の

公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合であって，出席委員の３分の

２以上の多数で決定したときは，非公開とすることができる。 

（意見交換の機会） 

第７条 検討委員会は，必要があると認めるときは，小・中学生の保護者，そのほか

小学校の適正配置等計画に関し教育委員会が必要と認める者（委員である者を除

く。）と意見交換する機会を設けることができる。 

（庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか，検討委員会の運営に関し必要な事項は，委員

長が検討委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は，告示の日から施行する。 
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大和町立小学校適正配置等検討委員会スケジュール（案） 

R8.2.16 教育委員会・臨時会議 第 1 回会議（案）の説明、協議 

R8.2.19 第１回委員会 

（委員会の概要は全て 

HP に掲載します。） 

諮問～説明～次回内容確認 

R8.2.下旬 教育委員会・定例会議 第１回委員会の内容報告 

R8.3.1 議会・全員協議会 第１回会議内容説明 

R8.4.下旬 教育委員会・定例会議 アンケート（案）完成、報告・協議 

R8.5.中旬 第２回委員会 アンケート（案）内容説明・審議 

（方法） 

⇒小学 5～6 年生（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ)、中学生（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ） 

⇒保護者（小 1500 人、未就学 1500 人）・・・QR コード等

⇒町民（1500 人）・・・郵送等 

R8.5.下旬 教育委員会・定例会議 第２回委員会の内容報告 

R8.6.1 議会・全員協議会 経過報告 

R8.6.中旬 アンケート調査開始 

（発送～集計～取りまとめ） 

約２か月間を想定 

R8.8.下旬 教育委員会・定例会議 アンケート調査結果報告 

R8.9.1 議会・全員協議会 経過報告 

R8.9.中旬 第３回委員会 アンケート調査結果報告（会議前に郵送）、協議・検討 

⇒児童・生徒の考え（地区別） 

⇒保護者（小学生、未就学児）の考え（地区別） 

⇒地域の考え（地区別） 

アンケート結果を受けて、検討して欲しいこと 

①小規模校存続又は学校再編統合、②複式学級の影響、 

③通学距離・安全、④特別支援教育、⑤行事、 

⑥施設老朽化、⑦地域コミュニティへの影響 など 

R8.9.下旬 教育委員会・定例会議 第３回委員会の内容報告 

第４回委員会の進め方について 

R8.11 中旬 第４回委員会 検討 

R8.11.下旬 教育委員会・定例会議 第４回委員会の内容報告 

R8.12.1 議会・全員協議会 これまでの経過報告 

R8.12.下旬 教育委員会・定例会議 第５回委員会の内容報告 

R9.1.中旬 第５回委員会 検討、中間報告書（案）完成 

※ 第５回委員会で、中間報告書（案）がまとまとまらない場合は、第６回、第７回と継続検討。 

R9.1.下旬 教育委員会・定例会議 委員会中間報告書（案）説明、 

協議 

R9.2.中旬 第６回委員会 委員会中間報告書（案）説明～確認 

⇒委員会中間報告書・完成（事務局が文言等調整） 

 

アンケート（案）について

第１回検討委員会について 

アンケート結果報告 

第３回委員会について 

第３回委員会経過報告 

第４回委員会について 

第５回委員会について 

第５回委員会経過報告 

中間報告書（案）について
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R9.2.下旬 教育委員会・定例会議 第６回検討委員会の内容報告 

住民説明会について、 

パブリック・コメントの実施について 

R9.3.1 議会・全員協議会 経過報告 

R9.3.中旬 住民説明会（各地区） 

【教育委員会事務局主催】 

・中間報告書の内容説明～意見聴取 

・パブリック・コメントの実施について 

R9.3.中旬 委員会中間報告書に対するパブリック・コメント（住民意見）募集 

★周知方法（案）：広報・町 HP 

★配布方法（案）：町 HP、公共施設での配布（役場、ふれあいの杜、まほろば H、 

各地区コミセン等） 

★提出方法（案）：電子回答（QR、メール等）、持参、郵送（個人負担）、FAX 

R9.5.下旬 教育委員会・定例会議 パブリック・コメントの内容報告 

と回答（案）説明、協議 

R9.6.1 議会・全員協議会 これまでの経過報告 

R9.6.中旬 第７回委員会 パブリック・コメント内容報告と回答（案）説明（事前郵送） 

※合意後、答申（案）の作成（事務局取りまとめ） 

R9.6.下旬 教育委員会・定例会議 第７回委員会の内容報告 

R9.7.下旬 教育委員会・定例会議 答申（案）について説明、協議 

R9.8.中旬 第８回委員会 答申（案）の最終確認 

 ⇒ 【文言等の調整は委員長に一任】 

答申（案） 

①●小と●小は、●小に再編し、スクールバス運行により交通安全を図る。 

●小は小規模校で存続。但し、地域の実情や意見等を踏まえ検討を継続すること。 

②教育委員会に再編統合室を設け、分かりやすい窓口の設置を求める。 

③答申を受け、教育委員会は小学校再編統合計画を策定すること。 

併せて、（仮）小学校再編統合実施委員会を設置し、委員会答申を具現化すること。 等 

 

R9.8.下旬 教育委員会・定例会議 第８回委員会の内容報告 

R9.9.1 議会・全員協議会 経過報告 

R9.下旬 教育委員会・定例会議 答申内容の報告、協議 

R9.10 第９回委員会 答 申 

 
 

第６回委員会経過報告 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄについて 

ﾊﾟﾌﾞｺﾒの結果報告と

回答(案)について 

答申（案）について

答申について

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄ実施

住民説明会 
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